
まずは、お気軽にお電話やメール等
で事務所までご連絡ください。「ホー
ムページを見た」とお伝えいただけれ
ば初回面談相談は無料です。

https://www.fdlaw.jp/
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スマホ対応です！

今年の夏も暑い日が続いております。
暑さはこれからが本番ですので、皆様どうかくれ

ぐれもご自愛ください。
今号表紙の写真はYOKOHAMA AIR CABINで

す。JR桜木町駅前と新港地区の運河パーク間をつ
なぐ、日本初の都市型循環式ロープウェイです。上
空から横浜の街を観光でき、夜景もきれいに見える
と評判です。

今回のアンカーでは、法律相談Q&Aにおいて、債
権の消滅時効に関する法律問題を掲載しておりま
す。金融機関からお金を借りる等、金銭消費貸借契
約は日常生活に関係する分野でもあり、消滅時効に
関するご相談をいただくことも多々あります。ご興
味のある方はぜひご参照いただければと存じます。

また、当事務所にご依頼いただいた「お客様の声」
も2～3ページに掲載しております。

さて、当事務所では、榊弁護士を指導担当とし
て、今年4月からおよそ2カ月間、最高裁判所司法
研修所より髙橋司法修習生を弁護修習で受け入れ

させていただきました。髙橋修習生の声を3ページ
に掲載しておりますので是非ご覧ください。髙橋修
習生には、榊弁護士の指導の下、弁護士の日常的
な業務内容を実感してもらえたのではないかと思い
ます。この経験を今後に活かし、更なるステップア
ップをしていただければと、事務所一同期待してお
ります。修習にご協力いただいた皆様方には感謝
申し上げます。ありがとうございました。

今年も引き続き新型コロナウイルス感染防止対策
を当事務所は実施いたします。マスク着用、手洗い
うがい、アルコール消毒、常時換気等の基本的なこ
とから、打合室等への飛沫感染防止シールドの設
置、人の密を避けるため滞在時間帯が重ならないよ
うに工夫する等、様々な感染防止対策を継続実施
して日常業務を行っていきます。

これからも、皆様方のご期待にお応えし続けられ
るよう、事務所一同精進してまいりますので、今後
も何卒よろしくお願い申し上げます。

代表弁護士　藤原  大輔

暑中お見舞い申し上げます
YOKOHAMA AIR CABIN
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ご主人様が木版画家である
というお客様からご相談・ご
依頼をいただきました。

ご依頼いただいた件が解決
した後、その作品を拝見させていただく機会がありました。ご
主人様は、大正15年生まれで惜しくも既に他界されているので
すが、東京育ちということで、東京の風景を多く描かれていま
した。その一方で、地方の絵になる風景を描きに旅にでること
も度々あったそうで、地方の風景を題材とした作品もかなりの
数見受けられました。どの作品も温かい郷愁を感じるものばか
りで、じっとじっくり鑑賞していると、懐かしさや親しみ易さ、
優しい温もりを感じました。そのお客様からは、「主人は、仕事
には厳しい人でしたが優しい人でした」と伺っておりましたが、
まさにその性格が作品から滲み出ているように感じられました。

事務所には日々、事件のご相談、お打ち合せ、なれない裁判
対応等でストレスを抱えるお客様が多く来訪されます。たとえ
ほんのひと時でも、優しい温もりを感じていただければと思い、
是非とも事務所に画を飾らせていた
だきたいと思いました。

そこで、早速お願いをして、氷川
丸の画を購入させていただき、事
務所の扉を入ってすぐ目に付くとこ
ろに飾らせていただきました。氷川
丸は、たくさんの著名人（チャップ
リン等）が乗船したことでも知られ
ており、横浜港のシンボル的存在で

重要文化財に指定されて
おります。この画からは、
氷川丸の内部や周辺の電
球の明かり、カモメが船
によっている様子等から、
船の内外にいる人々の気
配が感じられ、やはり優し
い温もりを感じられます。

また、打ち合せ室には、金魚売りの画と、おもちゃや時計等
の画を飾らせていただきました。大正生まれの方ならば実際に
目にしたかもしれない、このような金魚売りの存在を画で見る
と温かい郷愁を感じますし、おもちゃや時計の画もほほえまし
い気持ちになれます。

ご来所された際は、是非ご覧いただき、温もりを感じていた
だければ幸いです。

尚、このご主人様は、蔵書票（書票ともいい、本の所有者を
表すための数センチ四方の小さな版画のこと。紙の宝石と称さ

れております。）の作者としても知られており、現在建
築中の関東学院大学にその蔵書票が展示される予定と
のことです。建築工事中の関東学院大学は、当事務所
のビルのすぐ隣ですので、関東学院大学の工事が完了
しましたら見学に行くつもりです。今から楽しみです。

ご主人様の作品についての書籍も一部ではあります
が、当事務所にございます。作品にご興味がある方は
是非お声がけしてください。作品の感想等を頂ければ
幸甚です。

藤原先生へ
榊先生へ

お客
様から

いただ
いたアン

ケート、

メッセ
ージを

ご紹介し
ます。

　 　 木 版 画
弁護士  藤原 大輔  Fujiwara Daisuke

弁護士紹介　

お客様からの声お客様からの声　　
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ここ数年、無料求人広告のトラブ
ルが急増しています。ハローワーク
などに求人を出していると、「インタ

ーネット上の求人サイトに２週間無料で求人を載せませんか」
などという勧誘の電話がかかってきます。人手不足の世
の中ですから、「無料なら」と申し込んでしまうと、
無料掲載期間を経過した後、突然、広告掲載料と
して数十万円請求されるというトラブルが全国的
に多発しています。

具体的には次のような手口が見られます。①無
料求人広告の申込書や契約書をよく読むと、分かり
にくい位置や細かい字で無料掲載期間中に解約の通知
をしないと「有料」の広告契約に自動更新となる旨が記載され
ていますが、そのような説明をされていないケース。②自動更
新になることは説明されつつ、後日、解約申込書が郵便で送付
されると説明されたにもかかわらず、解約通知書が送られて来
ず、無料掲載期間を経過してしまうケース。③解約通知書が
送られてきたとしても、広告・チラシのようなデザインであり、
解約申込書とは思わず見逃してしまっているケース。このよう
な手口を使い、契約書に書いてある以上、有料広告契約が成立

していると言い張って、広告掲載料を請求してきています。消
費者法の適用がない個人事業主や中小企業をターゲットとして
おり、申込者の見落としを狙った商法と言えます。諦めて支払
ってしまうケースもあるようです。

このような商法で広告掲載料を請求してくる会社や組
織は急増しており、消えては新しく設立されるという

状況です。このような広告会社の求人サイトは小
規模であり、認知度も低く、求人広告の効果は期
待できないとされています。求人広告という「本
業」でまっとうに稼ぐのであれば、顧客とトラブル

にならないようにするのが通常ですが、トラブルに
なるのが分かり切っている手口で行われていることか

ら、問題のあるビジネスモデルと言えます。
以上のようなトラブルについて、ここ１～２年急激にご相談

をお受けする機会が増えております。万が一、トラブルに巻き
込まれてしまった場合には、支払う前に弁護士に一度ご相談く
ださい。神奈川県だけでなく全国的にもトラブルが急増してお
り、ニュースや新聞で取り上げられるなど注意喚起がされてい
ますので、今回ご紹介させていただきました。

はじめまして。令和４年４月から６月上旬まで、神奈川中央法
律事務所にて、司法修習生としてお世話になっておりました髙橋
明弘と申します。

司法修習は、司法試験合格後、裁判官、検察官、弁護士のいず
れかになるために、裁判所、検察庁、弁護士事務所等において研
修を受ける制度です。私は、弁護修習として、指導担当弁護士の
榊先生と藤原先生にご指導いただきました。

弁護修習においては、様々な打ち合わせ等への同席、書面の添
削などを通じて多くのことをご教授いただきましたが、最も印象

的だったことは、弁護士の先生方の業務への姿勢でした。依頼者の方からは見えませんが、
執務室には多くの書籍があります。榊先生も藤原先生も相談等で疑問に思った点を詳細に
調べ、時には弁護士同士で議論することもありました。このように真摯に業務に取り組んで
いる姿を拝見できたことが、弁護修習において何よりも勉強になりました。

また、先生方が、依頼者の方のお話を最後までしっかりと聞き、法律的に難しい問題が
あっても、依頼者の方が納得できる解決策を提示していることも非常に印象的でした。この
ような能力も、法律の学習だけでは習得できない弁護士として必須の能力であると実感しま
した。

さらに、事務局の方にも大変お世話になりました。事務局の方に事務作業や各種連絡等
について多くのサポートをしていただいたことで、弁護修習が円滑に進み、非常に充実した
ものとなりました。

弁護士業務が事務局の方々に支えられており、双方が信頼し合って業務に取り組んでい
る様子を間近で拝見できたことも、これから弁護士として業務を行うにあたって大きな財産
になることと思います。

最後になりますが、神奈川中央法律事務所の皆様、打ち合わせ等の同席をご快諾くださ
った依頼者の皆様、誠にありがとうございました。

無料求人広告に注意！
 弁護士  榊　 研司  Sakaki Kenji  

司法修習生  髙橋 明弘 

司法修習生からのお便り

ANCHOR  vol.17 3 

KANAGAWA CHUO LAW OFFICE  NEWSLETTER



2 週間無料で求人広告を

載せませんか2 週間無料で求人広告を

載せませんか

2 週間無料で求人広告を

載せませんか2 週間無料で求人広告を

載せませんか

Q 　最近、突然A債権回収会社とい
うところから、昔の借金について

の督促状が届きました。借金の総額は
遅延損害金で何倍にも膨れ上がってい
て、200万円以上になっているとのこと
でした。お金を借りたことは事実なので
すが、失業や病気で返済できなくなって
から10年以上何もなかったのに、突然
自宅までやってきて取り立てられたの
で、慌てて千円だけとりあえず振り込ん
でしまいました。冷静になって考えると、
そんな額の借金を返済できません。どう
したらいいでしょうか。

A 　今回、督促状が届くまで10年以
上何もなかったとのことですから、

督促状が届いた時点では、借金につい
て時効で消滅させることができる状態だ
ったと思われます。ただ、借金を時効で
消滅させるためには、債権者に対して、
「時効で消滅させます」という意思表示
（援用）をしなければなりません（民法
145条）。

Q 　千円を支払ってしまいましたが、
今からでも借金を時効で消滅させ

ることができるのでしょうか。

A 　債務を弁済するということは、
債務の「承認」（民法152条）に該

当し、時効期間が一旦リセットされてし
まいます。そして、原則として、債務者
が借金の一部でも弁済したときは、借金
を時効で消滅させることができるという
事実を知らずに弁済したのだとしても、
消滅時効の援用ができなくなる、とされ
ています（最判昭和41年4月20日民集
20巻4号702頁）。

Q 　そうすると、私は千円を支払っ
てしまったので、もう借金を時効

で消滅させることができないのでしょう
か。

A 　必ずしもそうとは限りません。
債権者は債権回収会社ですので、

既に今回の借金の消滅時効が完成して
いることは当然認識した上で請求してき

ています。近時の裁判例において、債権
者（の従業員）が、債務者の法律の無知
に付け込み、後の消滅時効援用を封じ
るために、欺罔的方法や威圧的な行為
などにより弁済させた事例において、消
滅時効の援用を認めるものがあります。
当事者双方の言動によって、消滅時
効の援用がされることはないだろうとい
う正当な「債権者の信頼」が生じている
か否かがポイントになります。

　近時、消滅時効期間が過ぎた
借金を突然請求されたというご
相談が増えております。本来で

あれば、督促状が届いた時点で消滅時
効を援用する通知を送ることができれ
ばよいのですが、仮に少額の弁済をして
しまったとしても、事案によっては消滅
時効の援用が可能な場合もありますの
で、まずは弁護士にご相談ください。

Q&A
法律相談

消滅時効期間経過後の債務の請求
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神奈川中央法律事務所　〒231-0031 横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内Ⅲ7階 A2  Tel : 045-681-6680 Fax : 045-681-6679
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■JR関内駅/南口より徒歩2分　■みなとみらい線日本大通り駅/2番出口より徒歩10分
■市営地下鉄ブルーライン 関内駅 /1番出口より徒歩5分・伊勢佐木長者町駅 /1番出口より徒歩4分

横浜市営地下鉄
「関内駅」１番出口

市営地下鉄ご利用の方は、
1番出口が最寄です。

JR「関内駅」南口

最寄りの駅出口です。
当事務所は、南口改札を出
て右方面です。
京浜東北・根岸線、横浜線
が通っています。

大通り公園

関内駅周辺から阪東橋駅ま
でつながる細長い公園で、地
域の方々の憩いの場となっ
ています。

みなとみらい線
「日本大通り駅」２番出口

横浜市営地下鉄
「伊勢佐木長者町駅」
 １番出口

横浜スタジアム

通称「ハマスタ」。日本プロ
野球、セ・リーグ、横浜DeNA
ベイスターズの本拠地です。

旧横浜市庁舎

神奈川中央法律事務所
VORT横浜関内Ⅲ 7階A2

8月6日（土）から15日（月）まで
夏季休暇とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

打合せ室に飾られたかわいい木版
画を見ていると、自分でも鳥の絵な
どを彫ってみたくなります。彫刻刀
を握ったのは図工の授業でニポポを
作ったのが最後ですが、木を削るの
は力加減が難しく、かつ、とても
楽しかったのを覚えています。

犬猫にマイクロチップをつけるこ
とを義務化するとのことです。自分
が大切にしている物は忘れないよう
に、落とさないように、無くさないよ
うにしなければなりません。見つか
らなくなる前に、今一度点検す
る良いきっかけになりました。

事務局だより

榊先生吉田さま

平田さま 藤原先生

20220624 修正

夏季休暇のお知らせ

榊先生吉田さま

平田さま 藤原先生

20220624 修正


